
○ 総額は横ばい傾向である一方、優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革に係る配分額が増加傾向。

34科学技術振興調整費の概要及び予算額の推移

出典：文部科学省作成
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重 要 課 題 解 決 型 研 究 等 の 推 進 創 設
連 携 施 策
群 創 設

第 三 期 科 学 技
術 基 本 計 画

Ｗ Ｐ Ｉ創 設 革 新 費 創 設

青 色 ：科 学 技 術 活 動 の 国 際 化 の 推 進
緑 色 ：将 来 性 の 見 込 ま れ る 分 野 ・領 域 へ の 戦 略 的 対 応 等
黄 色 ：優 れ た 成 果 の 創 出 ・ 活 用 の た め の 科 学 技 術 シ ス テ ム
         改 革

科学技術振興調整費は、総合科学技術会議の方針に沿って科学技術の振興に必要な重要事項の総合推進調整を行うた
めの経費であり、以下の施策であって、各府省の施策の先鞭となるもの、各府省ごとの施策では対応できていない境界的な
もの、複数機関の協力により相乗効果が期待されるもの、機動的に取り組むべきもので、政策誘導効果が高いものに活用。
① 優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革
② 将来性の見込まれる分野・領域への戦略的対応等
③ 科学技術活動の国際化の推進
なお、具体的な運用については、総合科学技術会議が概算要求方針や配分の基本的考え方といった基本的な方針を作成
し、これらに沿って文部科学省が運用（公募、審査、資金配分、中間・事後評価）を実施。
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○ ハイリスク研究に対応した枠・種目等を設置若しくは評価体制を工夫している競争的資金制度は４制度のみ。

34各競争的資金におけるハイリスク研究への配慮状況

＜挑戦的萌芽研究＞

独創的な発想に基づく、挑戦的で高い

目標設定を掲げた芽生え期の研究が対象。

＜新学術領域研究＞

我が国の学術水準の向上・強化につなが

る新たな研究領域や、新興・融合分野等に

おける革新的・挑戦的な研究計画が対象。

科学研究費補助金

A　ハイリスク研究に対応した枠・種目等を設置している
B　ハイリスク研究にも対応できるよう評価体制を工夫している

C　評価項目においてハイリスク研究への配慮を行っている
－ その他 9制度/44制度

2制度/44制度
2制度/44制度

31制度/44制度

競争的資金におけるハイリスク研究・独創的研究の強化への取組み状況について

Ａ：科学研究費補助金 Ｂ：戦略的創造研究推進事業

戦略的情報通信研究開発推進制度 産学協同シーズイノベーション化事業

＜さきがけ大挑戦型＞

チャレンジングな研究をさらに推進するため、

大挑戦型を新設し、実現の可能性の観点から

は明確な見通しが得難いが、成功した場合に

は飛躍的、画期的な成果が期待できる研究

（ハイリスク研究）を積極的に採択する。

戦略的創造研究推進事業

平成21年度予算額：3.5億円
（独立行政法人科学技術振興機構
の運営費交付金の一部）

出典：文部科学省科学技術政策研究所 第３期科学
技術基本計画のフォローアップにかかる調査研究
「基本計画の達成状況評価のためのデータ収集調
査」(2009年3月)＜内閣府調べ（2008年７月）データを
もとに科学技術政策研究所において分類、集計＞

平成20年度配分額：42億円

平成20年度採択件数：3,196件

平成20年度配分額：48億円

平成20年度採択件数：279件
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54競争的資金の年代別研究課題件数割合

○ 研究課題件数の割合は３５歳～４０歳がピークであり、１件あたりの配分額は６０歳～７０歳がピークとなる傾向。

出展：政府研究開発データベースより内閣府作成

注：平成21年2月16日現在のデータ（平成17年度のデータは平成20年5月23日現在）。 研究代表者への配分額による集計結果（学長等研究機関の代表者が申請する制度を除く）。
実際の研究は、研究担当者等を含めた研究組織によって実施されることが多いことに留意が必要。 配分額０、生年なし、ＣＯＥ関連は除外している。
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30歳未満 30歳以上
35歳未満

35歳以上
40歳未満

40歳以上
45歳未満

45歳以
上

50歳以
上

55歳以上
60歳未満

60歳以
上

70歳以50歳以上
55歳未満

45歳以上
50歳未満

60歳以上
70歳未満

70歳以上
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若手研究者向けの競争的資金プログラムの配分額の推移

○ 若手研究者向け競争的資金制度の数及び予算規模は増加傾向。

出典: 文部科学省科学技術政策研究所 第３期科学技術基本計画のフォローアップにかかる調査研究「基本計画の達成状況評価のためのデータ収集調査」(2009年３月)
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事業名称 実施主体 資金種別 移管状況 

科学技術研究費補助金 文部科学省

ＪＳＰＳ 
補助金 1999 年度以降、JSPS へ徐々に研究種目を

移管(2007 年度以降は 14 種目中 9 種目の

審査・評価を JSPS において実施) 

21世紀ＣＯＥプログラム/ 

グローバルＣＯＥプログラム

文部科学省 補助金 JSPS において審査・評価を実施(2002 年度

～)。 

世界トップレベル研究拠点

（WPI）プログラム 

文部科学省 補助金 JSPS において審査・評価・管理を実施(2007

年度～)。 

科学技術振興調整費 文部科学省 委託費 事務処理業務等の一部を JST に委託(2004

年度～)。 

キーテクノロジー研究開発

の推進 

文部科学省 委託費 事務処理業務等の一部を JST に委託(2005

年度～)。 

原子力システム研究開発

事業 

文部科学省 委託費 事務処理業務等の一部を JST に委託(2005

年度～)。 

地球環境システム構築推

進プラン 

文部科学省 委託費 内局で事務処理を実施。 

○ 競争的資金制度のうち、本省が直轄している制度は１６あり、金額では1０％を占める（平成２０）。
○ 文部科学省においては、競争的資金制度の独立行政法人への移管を着実に推進。

34競争的資金制度の移管状況

 

 制 度数  （億円 ） 金額 構成比 （％ ）  

A  独 法におい て配 分  18 1 ,1 35 23 .6 %

B  本省 所管 ・独法 に委託  7 8 54 17 .7 %

C  本省 と独法 等の混 在  2 2 ,3 39 48 .6 %

D  本省直 轄 （移行 を検討中 ）  6 1 23 2 .5 %

E  本省直 轄  10 3 59 7 .5 %

―  不 明等  1 4 0 .1 %

  44 4 ,8 13 1 00 .0 %

【独立した配分機関への配分機能の移管状況】

【主な競争的資金配分事業の独立行政法人への移管状況】

出典：内閣府調べデータ（2008年
7月）に基づき科学技術政策研究
所で分類、集計

出典：文部科学省科学技術
・学術政策局「競争的資金の適
正な管理と制度改善へ向けた
文部科学省の取組について」
（2007年8月6日）

科学研究費補助金 1999年度以降、JSPSへ徐々に研究種目を移

管（2007年度は14種目中9種目の審査・評価

をJSPSにおいて実施）

JSPSにおいて審査・評価を実施（2002 年度

～）。

JSPSにおいて審査・評価・管理を実施（2007

年度～）。
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第2期 第3期  

2005年度 2006年度 2007年度 

若手研究者の審査員数 211 106 75

外国人研究者の審査員数 2 4 19

（参考）全審査員数 11,231

(24法人)

  14,394 

(25法人)

13,432

 （23法人）

 

○ 審査員の多様性確保に向けた、若手研究者等の活用状況は、極めて低い状況。

34競争的資金制度の審査員の多様性確保の状況

 所管 機関 制度名  
審査員

数 

うち 

若手 

うち 

外国人 

総務省 ＮＩＣＴ 民間基盤技術研究促進制度 ★ 73 0 0 

総務省 ＮＩＣＴ 
新たな通信・放送事業開拓のための先進的技術

開発支援 
★ 22 0 0 

文部科学省 ＪＳＰＳ 科学研究費補助金事業 ★ 5,032 12 11 

文部科学省 ＪＳＴ 地域イノベーション創出総合支援事業 ★ 1,345 0 0 

文部科学省 ＪＳＴ 戦略的創造研究推進事業 ★ 304 0 5 

文部科学省 ＪＳＴ 独創的シーズ展開事業 ★ 98 0 0 

文部科学省 ＪＳＴ 産学共同シーズイノベーション化事業 ★ 67 0 0 

文部科学省 ＪＳＴ 革新技術開発研究事業 ★ 46 0 0 

文部科学省 ＪＳＴ 社会技術研究開発事業（公募型） ★ 37 1 0 

文部科学省 ＪＳＴ 戦略的国際科学技術協力推進事業  35 0 0 

文部科学省 ＪＳＴ 先端計測分析技術・機器開発事業 ★ 20 0 0 

文部科学省 ＪＳＴ 地域結集型共同研究事業 ★ 15 0 0 

文部科学省 ＪＳＴ バイオインフォマティクス推進センター  12 0 0 

厚生労働省 ＮＩＢＩＯ 医薬品・医療機器実用化研究支援事業  102 1 0 

厚生労働省 ＮＩＢＩＯ 保健医療分野における基礎研究推進事業 ★ 101 0 0 

農林水産省 NARO 民間実用化研究促進事業  17 0 0 

農林水産省 NARO 
生物系産業創出のための異分野融合研究支援
事業 

★ 15 0 0 

農林水産省 NARO 新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業 ★ 11 0 0 

経済産業省 ＮＥＤＯ 中長期ハイリスクの研究開発事業  5,070 37 2 

経済産業省 ＮＥＤＯ 
実用化・企業化促進事業 
（大学発事業創出実用化研究開発事業を除く） 

 638 7 0 

経済産業省 ＮＥＤＯ 
実用化・企業化促進事業 
（大学発事業創出実用化研究開発事業） 

★ 288 17 1 

経済産業省 ＮＥＤＯ 提案公募事業（産業技術研究助成事業） ★ 65 0 0 

経済産業省 JOGMEC 石油・天然ガス開発利用促進型大型研究 ★ 19 0 0 

  合計    13,432 75 19 

 

【資源配分型独法の審査員数（２００７年度）】

注：上記★印は、競争的資金制度に位置付けられている制度

出典：内閣府「独立行政法人の科学技術関係活動に関する調査」(平成19事業年度)

【競争的資金の審査員における若手研究者、外国人研究者】

注：1若手研究者とは各年度末時点で、満37歳以下の研究者をさす。

注：2集計対象は、独法所轄事業のみ。

出典：内閣府「独立行政法人の科学技術活動に関する調査結果」各年度版
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プログラム名 POの体制 ＰＤの体制

科学研究費補助金
(本省/JSPS、2008年度)

文部科学省27名
非常勤110名（大学教員等）

非常勤 3名
(大学教員等）

戦略的創造研究推進事業(「社会技術研究開発事
業」を含む)(JST)

専任 0名
兼任 77名（研究総括、大半は大学教員、一部企業研
究者）

専任0名、兼任8名
(独法(職員)4名、独法(元大学教員3名)、独法(元府省)1名

科学技術振興調整費
(文部科学省)

常勤 8名
非常勤 37名

非常勤 1名（独法(元大学教員)1名）
PD補佐 常勤1名

キーテクノロジー研究開発の推進
(文部科学省) 非常勤 17名 非常勤 9名(府省プログラムディレクター６名、研究所

所長2名、大学院教授1名)

グローバルCEOプログラム(文部科学省) 非常勤 27名 非常勤 1名

厚生労働科学研究費補助金(厚生労働省) 兼任 37名
兼任 5名
(1名、国研4名)

主な競争的資金におけるＰＯ・ＰＤの体制

出典：文部科学省科学技術政策研究所 第３期科学技術基本計画のフォローアップにかかる調査研究「基本計画の
達成状況評価のためのデータ収集調査」(2009年3月)
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(指数の変化)

指数差

全回答 -0.05

大学 0.11

公的研究機関 -0.84

民間企業 -0.58

不
充
分

充
分

指数

10 2 3 4 765 1098

3.7(122)

3.7(128)
3.7(117)

3.5(82)

3.7(86)
3.5(79)

4.0(23)

3.2(19)
4.1(19)

4.7(14)

4.1(15)
4.7(11)

【PO・PD制度の機能を十分発揮するための障害（自由意見）】

・ＰＯ・ＰＤの人材確保が困難
・ＰＯ・ＰＤの資質を高める
・ＰＯについては、絶対数が不足している
・ＰＯ・ＰＤの制度や役割について、十分に認知されていない。
・ＰＯ・ＰＤの推薦・選考過程における公平性、透明性の確保
に努めること、研究者のキャリアパスとしての位置付けを
確立し、その経験が適切に評価され、資金配分機関と研究
コミュニティの双方にフィードバックされるような仕組みが望
ましい。

・現状では兼務が多いが、現実的にはプログラム運営は激務
であり、兼務でこなせるような業務ではない。

出典：科学技術政策研究所 「科学技術システムの課題に関する代表的研究者・有識者の意
識定点調査」（2009年3月）
※丸印は上から2006、2007、2008年度の結果、指数差は2008年と2007年の指数差

ＰD・ＰO制度に対する評価

○ 「PD、PO制度は十分に機能していると思いますか」という問に対して、大学の研究者による評価はわずかに改善したが、
公的研究機関及び民間企業の研究者による評価は悪化。

出典：文部科学省科学技術政策研究所 第３期科学技術基本計画のフォローアップにかかる調査研究「基本計画
の達成状況評価のためのデータ収集調査」(2009年3月)

９４



競争的資金である科研費事業などの効果を最大限に発揮させるため、研究経歴のある者
（現職の第一線級の研究者）を審査・評価業務等に参画させることにより、最新の学術研究
の動向や現場の声を業務に迅速に反映できる仕組みを構築している。そのため、学術シス
テム研究センターに属するPD、POは、所属機関・地域のバランスや男女の比率について配
慮を行うとともに透明性・公平性を確保するため任期を３年間としている。また、PD、POは
現職の第一線級の研究者であることから、全国各地において説明会を開催する他、大学関
係各種団体や個々の大学に出向きセンター事業を説明することにより研究者の理解を深め、
経験豊かな人材を確保する努力を行っている。着任後は学術動向に関する調査や、セン
ターが開催する海外ファンディングエージェンシー関係者による講演会等を通してPD、POと
しての専門性の養成に関する取組みを行っている。

JSPS

機構では、他の配分機関の協力を得て、プログラムオフィサー（PO)の資質向上を目指した
公開POセミナーを開催している。また、競争的研究資金制度における事前評価、研究領域
マネジメント、フォローアップ等の実務を行うプログラムオフィサー（PO)の育成、PO制度確立
支援を行うPO制度検討担当を配置し、専任の機構内職員を対象にしたプログラムオフィ
サーを育成すべく、「プログラムオフィサー資格認定制度」を設けている。

JST

出典：「独立行政法人、国立大学法人等の科学技術関係活動に関する調査結果（平成１９事業年度）」（平成２０年
１０月 内閣府（科学技術政策・イノベーション担当）

ＪＳＴ・ＪＳＰＳにおける優秀なＰＤ、ＰＯの確保と育成に向けた取り組み

○ ＪＳＴにおいては、公開ＰＯセミナーや「プログラムオフィサー資格認定制度」を設ける等の取り組みを実施。
○ ＪＳＰＳにおいては、海外ファンディングエージェンシー関係者による講演会等を通じて専門性を養成する取り組みを実施。
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○ 文部科学省では「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」を策定（平成19年2月）。
○ ガイドラインに基づく研究機関における公的研究費の管理・監査体制の整備状況は、概ね進展。

34研究費不正使用への対応・管理体制

出典：文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく
体制整備等の実施状況について（分析結果報告）」（平成21年5月）

【ガイドラインで「必須事項」とされた事項に関する各研究機関の対応状況】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ１９

Ｈ２０
対応している　　　　　

検討している

対応できていない

機関内の責任体系

の明確化の状況

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ１９

Ｈ２０
対応している　　　　　

検討している

対応できていない

責任体系を明確に

している機関での

公開状況

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ１９

Ｈ２０ 対応している　　　　　

検討している

対応できていない

相談受付窓口

・通報受付窓

口の設置状況

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ１９

Ｈ２０ 対応している　　　　　

検討している

対応できていない

防止計画推進部署

の設置状況

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ１９

Ｈ２０
対応している　　　　　

検討している

対応できていない

従来通りの体制

内部監査体制の整備

状況について

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ１９

Ｈ２０

すべて会計職員（事務

職員）が検収

当事者以外の研究者

が検収

当事者以外のチェ ック

はない

発注・検収業務におけ

る当事者以外のﾁｪｯｸ

が機能するｼｽﾃﾑの構

築・運営～物品の納品

検収の状況～
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○ 内閣府、文部科学省をはじめとする関係省が不正使用・不正行為に関する指針を策定。

34研究費の不正使用・研究者の不正行為に関する指針等の策定状況

【関係府省における研究費の不正使用・研究者の不正行為に関する指針等の策定状況】

2008.10.21策定研究機関における競争的資金の管理・監査のガイドライン（実施基準）

2007.8.30策定競争的資金等に係る研究活動における不正行為への対応指針国土交通省

2006.12.15施行農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン農林水産省

2007.4.19策定研究活動の不正行為への対応に関する指針厚生労働省

2007.12.26策定研究活動の不正行為への対応に関する指針経済産業省

2006.11.30策定競争的資金等に係る研究活動における不正行為への対応指針環境省

2007.3策定情報通信分野に係る研究機関における公的研究費の管理・監査の指針総務省

2006.10.20策定
2007.3改定

情報通信分野における研究上の不正行為への対応指針総務省

2006.8.8策定研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて

2007.2.15策定研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）文部科学省

2005.9.9策定
2007.12.14改定

競争的研究資金の適正な執行に関する指針（競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わ
せ）

内閣府（総合科学技術
会議）

策定及び最終改正時点（年
月）

指針等の名称発行者

出典：各府省のHPより作成
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○ 資金配分型独法における研究資金の配分を担当する職員の数は微増傾向。

34研究費の申請支援体制・事務処理体制の状況

8,0578,0517,642（参考）全職員数

983人978人970人研究資金の配分業務を担当する職員数

2007年度2006年度2005年度

第3期第2期 2005年度 2006年度 2007年度

情報通信研究機構 NICT 12 14 16

科学技術振興機構 JST 143 158 161

日本学術振興会 JSPS 73 72 73

医薬基盤研究所 NIBIO 46 15 17

農業・食品産業技術総合研
究機構

NARO 16 46 48

新エネルギー・産業技術総
合開発機構

NEDO 679 671 666

石油天然ガス・金属鉱物資
源機構

JOGMEC 1 2 2

【合計】 970 978 983

13,43214,39411,231研究資金の配分業務を担当する審査員数

2007年度2006年度2005年度

第3期第2期

【資金配分型独法における研究資金の配分を担当する職員の推移】

【資金配分型独法における研究資金の配分を担当する審査員の推移】

出典：内閣府「独立行政法人の科学技術活動に関する調査結果」（平成19事業年度）

出典：内閣府「独立行政法人の科学技術活動に関する調査結果」各年度版
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○ 主な研究費の使いやすさは改善傾向にあるものの、課題が残っている。
○ 「研究開始時期」「人件費への支出」「年度間繰り越し」については良い方向に向かっているとの意見が多い。

34主な競争的資金制度における研究費の使いやすさ

指数変化

問
4
7

科学研究費補助金制度における研究費の使いやすさ。

使
い
に
く
い

使
い
や
す
い

0.91

問
5
1 科学技術振興調整費制度における研究費の使いやす

さ。

使
い
に
く
い

使
い
や
す
い

0.57

106 7 8 9
問 問内容

指数

0 1 2 3 4 5

3.3(223)

2.7(118)

3.8(196)

2.7(110)

4.2(186)

3.3(112)

指数変化

問
4
7

科学研究費補助金制度における研究費の使いやすさ。

使
い
に
く
い

使
い
や
す
い

0.91

問
5
1 科学技術振興調整費制度における研究費の使いやす

さ。

使
い
に
く
い

使
い
や
す
い

0.57

106 7 8 9
問 問内容

指数

0 1 2 3 4 5

3.3(223)

2.7(118)

3.8(196)

2.7(110)

4.2(186)

3.3(112)

日本の代表的な研究者・有識者や第一線級の研究者に対して科学技術の状況を尋ねたもの。

図中の各点は、６段階の回答を指数化した平均値と平均値をはさんだ回答の分布の両端4分の1の値を示す。（ ）内は各指数を算定した回答者数。
各線は、上から順に、平成18年11～12月、平成19年9～11月、平成20年7～10月時点。
出典:文部科学省科学技術政策研究所「科学技術の状況に係る総合的意識調査（定点調査2008）」

出典：文部科学省科学技術政策研究所「科学技術の
状況に係る総合的意識調査（定点調査2007）全体概要
版」2008年5月（回答有識者336人、2次調査）

【競争的資金の使いやすさについての意見】

①使用ルールの統一・共通化は「競争的資金全般における研究費
の使用ルールの統一・共通化」、②合算使用の制約は「異なる競争
的資金の合算使用の制約」、③資金の集中度合いは「特定の研究
者への資金の集中度合い」、④年度間繰越は「年度間繰越のしや
すさ」、⑤研究開始時期は「交付内定（採択）から実際に研究が始め
られるまでの期間の長さ」、⑥費目による縛りは「経費の費目による
縛り」、⑦人件費への支出は「ポストドクター、大学院生等の人件費
への支出のしやすさ」を意味する。

• （科）科学研究費補助金を前提とした回答、(振) 科学技術振興調
整費を前提とした回答。

• ( )内の数字は回答者数を示す。
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○ ３９の競争的資金制度で複数年契約若しくは年度間繰越が可能となっている。科学研究費補助金の繰り越し件数は急増。
○ その他、効率的・弾力的運用に向けた取り組みが進展。

34競争的資金の効率的・弾力的運用に向けた取り組み状況

1,297件641件55件10件24件繰越件数

2007年度2006年度2005年度2004年度2003年度

第3期第2期

【科学研究費補助金における繰り越し件数の推移】

出典：文部科学省（基本政策推進専門調査会）「科学
技術の振興及び成果の社会への還元に向けた制度
改革について(フォローアップ)」
2008年4月22日及び文部科学省資料より作成

Ａ 複数年契約、年度間繰越可能 4 制度/44 制度

B 複数年度契約 4 制度/44 制度

C 年度間繰越可能 31 制度/44 制度

Ｄ その他（原則は単年度執行、不明等） 5 制度/44 制度

 

【競争的資金制度における年度を越えた使用への取り組み】

出典：内閣府調べデータ（2008年7月）に基づき
科学技術政策研究所で分類、集計

【効率的・弾力的運用に向けた各種取組】

【ルールの統一化・標準化など】
○内閣府を中心に「研究資金の効果的活用に向けた勉強会」を開催（平成20年3月～）
・大学関係者、配分機関、関係府省が集まり、研究費の使いやすさの改善に向けた情報交換を実施。
・「ルールの標準化案」をとりまとめ（平成20年11月）、人件費や高熱水費の複数の資金からの支出方法等について提示。

【経費執行の弾力化】
○費目間流用の拡大
・科学研究費補助金：直接経費総額の３０％→５０％に拡大（平成20年度～）
・科学技術振興調整費：補助金化により各費目の３０％→直接経費の３０％に拡大（平成21年度～）
○合算使用の制限の緩和

［その他］
○科学研究費補助金
・４月に交付内定を行い、実質的に年度当初からの資金の使用を可能に
・実績報告書の提出期限を５月末まで延伸し、年度末までの円滑な研究遂行を可能に（平成１８年度～）
○戦略的創造研究推進事業
・継続課題については４月から、新規課題については研究開発当月から予算執行可能 など

１００
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１０１

「最先端研究開発支援プロジェクト」運用の基本方針①

出展：２００９年６月１９日総合科学技術会議資料
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１０２

「最先端研究開発支援プロジェクト」運用の基本方針②

出展：２００９年６月１９日総合科学技術会議資料



①厳正で的確な評価の実施を通じて優れた研究開発
の成果の創出を促し、それを次の段階の研究開発
に切れ目無く連続してつなげ、研究開発成果の国
民・社会への還元を迅速化する具体的な方策

○評価の項目や基準、評価結果の活用方法等の評価
方法は、対象とする研究開発の性格や分野等に応じ
て設定

○目標の設定やその達成状況に関して被評価者が自
己点検を実施し、それを活用して外部評価を実施

○副次的な成果や学術の進展に与えたインパクト等に
も着目した成果を幅広く捉えた評価を実施

○成果に係る評価結果が次の研究開発の事前評価に
活用されるよう評価の実施時期を設定

○追跡評価の一層の定着を促進し、その成果を研究
開発の企画立案や評価の実施方法の改良等に積極
的に活用

②研究者の研究開発への積極・果敢な取組を促し、
また、過重な評価作業負担を回避する、機能的で
効率的な評価を実施する具体的な方策

○目標の設定やその達成状況等に関して被評価者
が自己点検を実施し、それを活用して外部評価を
実施

○評価結果を誰がどのように活用するのか、その主
体ごとの役割や責任をあらかじめ明確にし、関係
者に周知

○複数の個別課題から構成される研究開発施策を対
象として評価を実施する場合には、施策の目標と
個別課題の目標との関連付けの適正さを重視

○階層的な構成となっている政策評価や独法評価に
おいては、一つの研究開発に対して重複した評価
が行われないよう評価結果を有効に活用

評価の基本的考え方
評価の基本的考え方評価の基本的考え方

評価の意義評価の意義

評価ｼｽﾃﾑ改革の方向評価ｼｽﾃﾑ改革の方向

•評価実施状況等のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟを実施 •本指針の見直し ・評価実施主体においても評価方法を見直し

本指針のフォローアップ等本指針のフォローアップ等

③研究開発の国際水準の向上を目指し、国際競争力
の強化や新たな世界的な知の創造等に資する成
果の創出を促進するよう、国際的な視点から評価
を実施する具体的な方策

○研究開発成果の評価は国際的な水準に照らして実
施することを基本

○国の内外や年齢を問わない優れた評価者を養成・
確保するために、これらの者の積極的な評価者と
しての参加要請や評価者となったことを履歴として
認定する取り組みを推進

○研究開発のグローバル化に対応して、研究開発評
価についても国際的に高い水準のものとなるよう
評価方法を設定し、また、海外の専門家に評価者
を要請

①国際的に高い水準の研究開発 ③新しい学問領域を拓く研究開発②社会・経済に貢献できる研究開発

柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境を実現
する。

評価結果の積極的な公表により、研究開発への国
費投入に関し、広く国民の理解と支持を得る。

重点的・効率的に予算、人材等の資源配分に反
映する。

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」概要①

１０３出典：文部科学省作成



評価の実施（対象別の評価方法）評価の実施（対象別の評価方法）評価の実施（対象別の評価方法）

研究開発課題の評価

○評価は課題を設定しそれを実施する府省等、競争的資金制度
等を運営する府省又は独立行政法人研究機関が実施

○外部の専門家等を評価者とする外部評価により実施
○優れた研究開発成果が次の段階の研究開発に切れ目無くつな
がるよう、成果に係る評価を終了前に実施

○国際的水準に照らして適切な評価が行われるよう評価項目や
評価基準を設定
○具体的な類型ごとの評価の実施例を明示（基礎研究、研究開発
プロジェクト、国家的プロジェクト）

研究者等の業績評価

○評価は機関の長が実施
○被評価者が関与した競争的資金制度における課題の評価結果
等を活用して効率的に実施

研究開発機関等の評価

○機関の長が自ら評価を行うこととし、評価者は外部の専門家
等による外部評価とすること
○独立行政法人評価委員会の研究開発の実施推進に関する
業務の評価は、当該独立行政法人研究機関が本指針に則っ
て適正に評価を実施しているか等を重視した評価とすること

研究開発施策の評価

○評価は、研究開発施策を実施する府省又は独立行政法人研究
機関が実施すること

○外部の専門家等を評価者とする外部評価により実施すること
○施策内の個別課題と施策全体の目標との関連付けの明確化等
を重視した評価を実施すること

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」概要②

１０４出典：文部科学省作成



問2-1　集計結果
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1.評価が整備されることで、公平な競争的環境が形成されつつある

2.挑戦的な研究を奨励する環境が形成されつつある

3.研究成果を多数産出することを心がけられるようになった

4.一つ一つの研究成果の質を強く意識するようになった

5.研究活動への社会からの理解・支援を得る努力が重要性の認識が研究者の間に増した

6.研究活動の成果を社会へ還元することの重要性の認識が研究者の間に増した

7.研究費の効率的な使用が意識されるようになった

8.研究者らが評価へ対応するために、必要以上の時間が割かれている

9.同一の研究活動に対して、重複した評価が行われている

10.その他

回答数：63
問3-1　集計結果

33%

14%

29%

53%

43%

35%

22%

51%

19%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1.評価が整備されることで、公平な競争的環境が形成されつつある。

2.挑戦的な研究を奨励する環境が形成されつつある。

3.研究成果を多数産出することを心がけるようになってきている。

4.一つ一つの研究成果の質を強く意識するようになってきている。

5.研究活動への社会からの理解・支援を得る努力が重要であるとの認識が増した。

6.研究活動の成果を社会へ還元することの重要性の認識が増した。

7.研究者が研究費の効率的な使用を意識するようになった。

8.研究者が評価への対応に必要以上に時間がとられている。

9.同一の研究活動に対して、重複した評価が行われていると感じる。

10.その他（具体的に）

回答数：112
評価者（競争的資金審査委員経験者）

研究者

出典：効率的・効果的な研究開発評価の実施に関する調査・分析（平成１９年度）

研究開発評価の研究者への影響

○ 評価者、研究者ともに「公平な競争的環境が形成されつつある」、 「一つ一つの研究成果の質を強く意識するようになってき
ている」 など、良い影響を多くあげているものの、「研究者らが評価へ対応するために、必要以上の時間が割かれている」との
意見が多く、一方、「挑戦的な研究を奨励する環境が形成されつつある」は少ない。
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問5-1-1　集計結果（事前評価）

56%

31%

63%

20%

17%

50%

30%

13%

30%

39%

35%

24%

19%

4%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

研究者の意欲や挑戦も積極的に評価することが必要

数量的指標の活用の使用目的等を評価対象者に明示し、慎重に使用することが必要

プロジェクトの大きさやプロジェクトの到達点、プロジェクトの分野などに応じた柔軟な評価が必要

ITシステム活用による簡便な評価システムの構築が必要

評価に必要なデータをあらかじめ取得・蓄積しデータベース化することが必要

評価を行う評価者の充実が必要

評価者が評価に参画するメリットを打ち出すことが必要

専門の外部評価者や評価機関を活用することが必要

重複する目的や対象の評価を整理し、また連携を行うことが必要

評価結果の活用を促進し、活用状況をフィードバックすることが必要

資金配分機関などにおいて、評価実務を行う人材の確保が必要

資金配分機関などで評価に先立つ評価支援ツールを整備することが必要

より充実した評価の実施に要する経費の増加が必要

国の制度などが改善されることが必要

その他

回答数：63 問5-1-2　集計結果（中間・事後評価）

24%

7%

26%

6%

9%

20%

13%

7%

20%

20%

11%

15%

11%

0%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

研究者の意欲や挑戦も積極的に評価することが必要

数量的指標の活用の使用目的等を評価対象者に明示し、慎重に使用することが必要

プロジェクトの大きさやプロジェクトの到達点、プロジェクトの分野などに応じた柔軟な評価が必要

ITシステム活用による簡便な評価システムの構築が必要

評価に必要なデータをあらかじめ取得・蓄積しデータベース化することが必要

評価を行う評価者の充実が必要

評価者が評価に参画するメリットを打ち出すことが必要

専門の外部評価者や評価機関を活用することが必要

重複する目的や対象の評価を整理し、また連携を行うことが必要

評価結果の活用を促進し、活用状況をフィードバックすることが必要

資金配分機関などにおいて、評価実務を行う人材の確保が必要

資金配分機関などで評価に先立つ評価支援ツールを整備することが必要

より充実した評価の実施に要する経費の増加が必要

国の制度などが改善されることが必要

その他

回答数：63事前評価 中間・事後評価

出典：効率的・効果的な研究開発評価の実施に関する調査・分析（平成１９年度）

研究開発評価で改善すべき点（評価者）

○ 事前、中間・事後評価ともに「プロジェクトの大きさやプロジェクトの分野などに応じた柔軟な評価方法の構築」が最も多く、次
いで「研究者の意欲や挑戦も積極的に評価する仕組み」、「評価を行う評価者の充実」、 「評価結果の活用を促進、活用状況
のフィードバック」などの意見が多い。
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出典：効率的・効果的な研究開発評価の実施に関する調査・分析（平成１９年度）

問5-1-（1）　集計結果（事前評価）

51%

28%

53%

12%

15%

54%

28%

15%

29%

25%

34%

18%

13%

35%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

研究者の意欲や挑戦も積極的に評価することが必要

数量的指標の活用の使用目的等を評価対象者に明示し、慎重に使用することが必要

プロジェクトの大きさやプロジェクトの到達点、プロジェクトの分野などに応じた柔軟な評価が必要

ITシステム活用による簡便な評価システムの構築が必要

評価に必要なデータをあらかじめ取得・蓄積しデータベース化することが必要

評価を行う評価者の充実が必要

評価者が評価に参画するメリットを打ち出すことが必要

専門の外部評価者や評価機関を活用することが必要

重複する目的や対象の評価を整理し、また連携を行うことが必要

評価結果の活用を促進し、活用状況をフィードバックすることが必要

資金配分機関などにおいて、評価実務を行う人材の確保が必要

資金配分機関などで評価に先立つ評価支援ツールを整備することが必要

より充実した評価の実施に要する経費の増加が必要

国の制度等が改善されることが必要

その他

回答数：68 問5-1-（2）　集計結果（中間・事後評価）

30%

29%

54%

18%

9%

53%

31%

15%

19%

36%

36%

13%

13%

36%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

研究者の意欲や挑戦も積極的に評価することが必要

数量的指標の活用の使用目的等を評価対象者に明示し、慎重に使用することが必要

プロジェクトの大きさやプロジェクトの到達点、プロジェクトの分野などに応じた柔軟な評価が必要

ITシステム活用による簡便な評価システムの構築が必要

評価に必要なデータをあらかじめ取得・蓄積しデータベース化することが必要

評価を行う評価者の充実が必要

評価者が評価に参画するメリットを打ち出すことが必要

専門の外部評価者や評価機関を活用することが必要

重複する目的や対象の評価を整理し、また連携を行うことが必要

評価結果の活用を促進し、活用状況をフィードバックすることが必要

資金配分機関などにおいて、評価実務を行う人材の確保が必要

資金配分機関などで評価に先立つ評価支援ツールを整備することが必要

より充実した評価の実施に要する経費の増加が必要

国の制度などが改善されることが必要

その他

回答数：80事前評価 中間・事後評価

研究開発評価で改善すべき点（研究者）

○ 事前、事後・中間評価ともに「プロジェクトの大きさやプロジェクトの分野などに応じた柔軟な評価方法の構築 」 、「評価を行
う評価者の充実」が最も多く、次いで、事前評価では「研究者の意欲や挑戦も積極的に評価する仕組み」、中間・事後評価では
「評価結果の活用を促進、活用状況のフィードバック」、「資金配分機関などにおいて、評価実務を行う人材の確保」が多い。
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出典：文部科学省委託調査「研究開発評価のグローバル化及び研究開発評価のための
データベースの構築・運用・活用に関する調査・分析（（平成２１年３月）

61.5

10.0

9.8

4.0

3.0

0.7

2.2

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全  体 (N=470)

大学計 (N=396)

　　国立大学法人 (N=70)

　　公立大学 (N=46)

　　私立大学 (N=267)

　　大学共同利用機関法
人 (N=13)

独立行政法人 (N=20)

民間企業 (N=51)

１回以上実施 非実施 無回答

24.3

38.5

20.0

5.9

1.1

2.2

6.6

7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全  体 (N=470)

大学計 (N=396)

　　国立大学法人 (N=70)

　　公立大学 (N=46)

　　私立大学 (N=267)

　　大学共同利用機関法
人 (N=13)

独立行政法人 (N=20)

民間企業 (N=51)

１回以上実施 非実施 無回答

機関全体を対象としたグローバル評価の実施状況（過去５年間） 機関の一部を対象としたグローバル評価の実施状況（過去５年間）

（主なグローバル評価）
・ 機関外部評価
・ アドバイザリーボード

（主なグローバル評価）
・ 研究科、附置研究所等外部評価
・ プロジェクト評価
・ ２１世紀COEプログラム評価

我が国におけるグローバル評価の実施状況

○ 機関全体を対象としたグローバル評価の実施状況は、大学共同利用機関を除き、低調。
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研究情報基盤（データベース）の整備状況

１０９

○ 科学技術振興機構等において、資源配分を行った研究の成果情報等に関するデータベースを整備。

出典：内閣府「独立行政法人の科学技術関係活動に関する調査結果（2007事業年度）表3－65」2008年10月31日より引用
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Ⅱ-４．大学等の教育研究力の強化
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出典：OECD「Education at a Glance」(2009Edition)

○ 我が国の高等教育機関に対する公財政支出は、OECD加盟国中最低水準。

57ＯＥＣＤ加盟国の高等教育機関に対する公財政支出の対ＧＤＰ比（２００6年）
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注1： 金額はGDPデフレータによる物価調整済み(1996年基準）
出典: 各国研究開発統計および教育統計にもとづき科学技術政策研究所において集計

（日本）
（米国）

（英国） （ドイツ）

（単位：百万円） （単位：百万 $）

（単位：百万 €）（単位：百万 £）

1.13倍

臨床医学系：1.12倍
理工農系：1.14倍

1.59倍

臨床医学系：1.81倍
理工農系：1.49倍

1.51倍

臨床医学系：1.71倍
理工農系：1.42倍

1.16倍

臨床医学系：1.26倍
理工農系：1.12倍

高等教育部門における研究開発費の推移

○ 我が国の高等教育部門における研究開発費の伸び率は、諸外国に比べ低調。

１１３

計測対象期間：国公私立
大学740機関

計測対象期間：高等教育機関
に該当する１７０機関

計測対象期間：高等教育機関
に該当する４００機関

計測対象期間：研究開発費とし
て、年間１５万ドル以上支出す
る約６５０機関



平成１６年度～平成２１年度にかけて、▲７２０億円減（削減率▲５．８％）
→北海道大学と名古屋大学の１年分に相当

○ 国立大学法人の運営費交付金は、法人化後、毎年減少傾向。

出典：文部科学省作成

（参考）経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６（平成１８年７月７日閣議決定）（抜粋）
国立大学運営費交付金について、効率化ルールを徹底し、各年度の予算額を名目値で対前年度比▲１％（年率）とする。

54

11,695

11,813

12,317
12,415

12,214

12,043

11,200

11,400

11,600

11,800

12,000

12,200

12,400

12,600

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

■運営費交付金の推移

▲98億円
（▲0.8％） ▲103億円

（▲0.8％）
▲171億円
（▲1.4％）

▲230億円
（▲1.9％） ▲118億円

（▲1.0％）

（億円）

国立大学法人運営費交付金の推移
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出典：文部科学省作成

○ 私立大学経常費補助金（一般補助＋特別補助）は、近年減少傾向。

55私立大学等経常費補助金の推移
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基盤的経費と競争

的・重点的資源配

分の比率

■基盤的経費
■競争的・重点的資源配分73.4%74.0%74.4%75.7%82.6%83.9%

（なお，グラフには，学生支援経費は含まない）

（注）
・ 国立学校特別会計における一般会計からの受入額（平成15年度ま

で）は，国立高等専門学校，国立学校財務センター，大学評価・学位
授与機構等も対象機関となっており，平成16年度以降の運営費交
付金等の額との単純な比較はできない。

・ 平成20年度及び21年度の「科学技術振興調整費」の額は，平成19年
度の配分実績に基く推計額である。また，平成21年度の「戦略的創
造研究推進事業」の額は，平成20年度配分実績に基づく推計額で
ある。

86.0% 72.4% 71.0%

大学に対する主要な財政支援の推移

○ 国立大学運営費交付金及び私学助成予算は削減の一方、競争的資金の充実を通じて，大学への財政支援における競争
的・重点的資源配分の比率が増加。
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510米国カリフォルニア工科大学10

99米国マサチューセッツ工科大学9

128米国プリンストン大学8

87米国シカゴ大学7

45英国オックスフォード大学6

65英国インペリアル・カレッジ・ロンドン5

74英国ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン4

23米国エール大学3

32英国ケンブリッジ大学2

11米国ハーバード大学1

2008年度
ランキング

2009年度
ランキング

国名大学名

174171北海道大学

216174筑波大学

158155九州大学

180148早稲田大学

214142慶応義塾大学

11297東北大学

12092名古屋大学

6155東京工業大学

4443大阪大学

2525京都大学

1922東京大学

2008年度
ランキング

2009年度
ランキング

大学名

「英国TIMES紙 世界トップ２００大学」における上位10校 我が国大学のランキング（上位200校以内）

評価指標
①各国学者のピア・レビュー(40%)
②雇用者の評価(10%)
③学生一人あたり教員比率(20%)
④教員一人あたり論文引用数(20%)
⑤外国人教員比率(5%)
⑥留学生比率(5%)

例えば、東京大学の場合、学者同士のピア・レビューは１００
点（満点）なのに対し、留学生比率は４２点、外国人教員比
率は２８点と相対的に低い。

また、京都大学の場合も、ピア・レビューが１００点（満点）な
のに対し、留学生比率は２６点、外国人教員比率は３２点と
相対的に低い。

（関係者の評価に重点が置かれているランキング）

出典：文部科学省作成

51英国ＴＩＭＥＳ誌世界トップ２００大学（２００９年）
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研究者コミュニティ

総合研究大学院大学

○
●個々の大学に属さない「大学の共同利用の研究所」（国立大学法人法により設置された大学と等質の学術研究機関）。

●個々の大学では整備できない大規模な施設・設備や大量のデータ・貴重な資料等を、全国の大学の研究者に提供する我が国独自のシステム。
●各分野の研究者コミュニティの強い要望により、国立大学の研究所の改組等により設置された経緯。
●平成１６年の法人化で、異なる研究者コミュニティに支えられた複数の機関が機構を構成したことにより、新たな学問領域の創成を企図。

基本的位置付け

○
●関連分野の外部研究者半数を含む運営会議が、人事も含めた運営全般に関与
●常に「研究者コミュニティ全体にとって最適な研究所」であることを求められる存在
○（自発的改革がビルトインされた組織）
●共同研究を行うに相応しい、流動的な教員組織
○（大規模な客員教員・研究員枠、准教授までは任期制、内部昇格禁止等）

組織的特性 大学共同利用機関法人（機構）

運営会議（※） 運営会議 運営会議

大学共同利用機関Ａ 大学共同利用機関Ｂ 大学共同利用機関Ｃ

教育研究評議会（※）役員会 経営協議会

設 置
※教育研究評議会に
○ついては外部の関
○連研究者の参画を
○法律上規定。

※運営会議について
○は外部委員が1／2
○以上参画。

参 画 参 画 参 画

参考：４機構の関連学会数
人間文化（147）、自然科学（123）、高エネルギー加速器（5）、情報・システム（175）

施設・設備、学術資料等の例

●電子・陽電子衝突型加
速器
（Ｂファクトリー）
【高エネルギー加速器
研究機構】

●大型光学赤外線望遠鏡
「すばる」
【自然科学研究機構国
立天文台】

●日本ＤＮＡデータバン
ク（ＤＤＢＪ）
【情報・システム研究
機構国立遺伝学研究
所】

●日本文学原典資料ﾏｲｸﾛﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ
調査・収集件数 国内:549,786点

海外: 17,456点
【人間文化研究機構国文学研究資料館】

●大型ヘリカル装置
（ＬＨＤ）
【自然科学研究機構核
融合科学研究所】

●極端紫外光実験施設
（ＵＶＳＯＲ）
【自然科学研究機構分
子科学研究所】

国公私立大学

・貴重な研究資源を無償提供
・大学に対する技術移転

海外研究機関

国際学術協定

シンポジウム等

大学共同利用機関

参画

研究資源を用いた
公募型共同研究

大学院生への
研究指導

研究課題の応募

○
①大規模な施設・設備や大量の学術情報・データ等の貴重な研究資源を全国の大
○学の研究者に無償で提供。
②研究課題を公募し、全国の研究者の英知を結集した共同研究を実施。
③全国の大学に対する技術移転（装置開発支援、実験技術研修の開催）
④狭い専門分野に陥りがちな研究者に交流の場を提供（シンポジウム等）。[1,120件]
⑤当該分野のＣＯＥとして、国際学術協定等により世界への窓口として機能。[286件]
⑥優れた研究環境を提供し、大学院教育に貢献。[857人]
○

○（大学院生の研究指導を受託、総合研究大学院大学の専攻を設置。）

具体的取組内容

[15,818人]
[02,899件]

研究科・専攻の
設置

大学共同利用機関について

１１８

①研究課題の設定、②共同研究の実施方法、③施設･設備や学術資料の
整備･収集方針、④研究者人事等について、コミュニティの意見を反映

研究者コミュニティ



※１ 本資料は、各事業年度の大学共同利用機関法人の財務諸表及び決算報告書を基に作成。
※２ 平成１６年度科学研究費補助金は、当該事業年度の財務諸表附属明細書に記載がないため、表示されていない。
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科学研究費補助金

受託研究費

自己収入

施設整備費補助金

運営費交付金

（百万円） 12,608 14,634 15,895 15,723 19,421
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科学研究費補助金

受託研究費

自己収入

施設整備費補助金

運営費交付金

（百万円） 33,322 37,161 36,693 39,688 38,597
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科学研究費補助金

受託研究費

自己収入

施設整備費補助金

運営費交付金

（百万円）

38,530 43,361 45,034 42,316 40,864

19,932

1,159
121

3,037

20,820

1,693

138

2,973

1,887

20,709

4,189

241

2,527

1,736

20,559
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1,511
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10,000

15,000

20,000

25,000
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平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

科学研究費補助金

受託研究費

自己収入

施設整備費補助金

運営費交付金

（百万円）
24,249 27,511 29,402 29,900 27,087

人間文化研究機構 自然科学研究機構

高エネルギー加速器研究機構 情報・システム研究機構

大学共同利用機関法人の主要な経費の経年変化

○ 主要な経費のうち、大部分を占める運営費交付金は横ばい若しくは微減傾向。

１１９出典：文部科学省調べ



大学共同利用機関における共同研究の実施状況

○ 各大学共同利用機関が有する、大型の研究施設・設備や貴重な学術資料等を用いて公募型の共同研究が活発に実施され
ており、今後も、研究者コミュニティの要望等を踏まえた一層の推進を図っていくことが必要。

１２０

出典：文部科学省調べ

〔単位：件〕１．共同研究課題数

南極昭和基地大型大気レーダー計画
○○

【情報・システム研究機構国立極地研究所】

地球環境の重要観測拠点である昭和基地に、大
気重力波の作用を唯一正確に

観測できる大型大気レーダー

を導入して、世界に先駆けて

南極大気が示す気候変動シグ

ナルをとらえる計画。

※22機関、約150名の研究者の

参画を想定

東海-神岡間 長基線ニュートリノ振動実

験（Ｔ２Ｋ実験）

【高エネルギー加速器研究機構】

J-PARCの大強度ニュートリノビームラインから
ニュートリノを飛騨市神岡のスーパーカミオカ
ンデにむけて射出して、ミューオンニュートリ
ノからの電子ニュートリノ出現現象の精密測定
を行う。

※61機関から約400名の研究者が参画

大学連携研究設備ネットワークによる設
備相互利用と共同研究の促進

【自然科学研究機構分子科学研究所】

「化学系研究設備有効活用ネットワーク」を利
用した大学間相互利用システムの利用促進及び
古い機器の復活再生を行い、ネットワークに登
録された設備を軸

とした新しい大学

間連携研究を促進。

※72機関、4,563名

がネットワークに

登録

伝統芸能の映像記録の可能性と課題
○○

【人間文化研究機構国立民族学博物館】

伝統芸能の映像記録の実例について、その理論
的前提、撮影・編集の方法論、保存・管理の実
態、活用状況など様々な観点から検討を加え、
望ましい記録映像の在り方について総合的に考
える。

※5機関から9名の研究
者が参画

※ 平成16年度及び平成17年度に
おける公募によらない共同研究
の実施件数は未集計。

※ 高エネルギー加速器研究機構は、
研究施設・設備毎に集計している
ため、機構全体の合計値を記載。

２．特色ある共同研究

神岡町
（岐阜県）

東海村
（茨城県）

タウニュートリノ ミューニュートリノ

(295km)

J-PARC
大強度陽子加速器

神岡町
（岐阜県）

東海村
（茨城県）

タウニュートリノ ミューニュートリノ

(295km)

J-PARC
大強度陽子加速器

カンボジアの影絵芝居スバエク・トム 大型大気レーダー（PANSY）

うち公募型 うち公募型 うち公募型 うち公募型 うち公募型

- 55 - 58 133 28 149 11 149 20

国立歴史民俗博物館 - 15 - 25 29 0 47 0 42 1

国文学研究資料館 - 0 - 1 15 1 16 0 16 1

国際日本文化研究センター - 17 - 16 15 15 15 2 15 1

総合地球環境学研究所 - 3 - 5 32 6 24 3 30 11

国立民族学博物館 - 20 - 11 42 6 47 6 46 6

- 1,043 - 1,023 1,222 1,158 1,908 1,869 1,997 1,967

国立天文台 - 35 - 32 55 32 721 716 775 772

核融合科学研究所 - 376 - 389 446 435 441 427 458 443

基礎生物学研究所 - 86 - 66 64 59 76 66 68 68

生理学研究所 - 92 - 116 131 122 125 125 126 126

分子科学研究所 - 454 - 420 526 510 545 535 570 558

- 646 - 442 512 512 570 570 547 547

- 418 - 372 424 369 421 337 432 365

国立極地研究所 - 103 - 99 95 93 93 93 97 97

国立情報学研究所 - 117 - 60 74 65 106 30 90 29

統計数理研究所 - 108 - 124 131 122 128 120 144 138

国立遺伝学研究所 - 90 - 89 124 89 94 94 101 101

- 2,162 - 1,895 2,291 2,067 3,048 2,787 3,125 2,899計

平成18年度

自然科学研究機構 

高エネルギー加速器研究機構

情報・システム研究機構

人間文化研究機構

大学共同利用機関
平成16年度 平成17年度 平成19年度 平成20年度



【平成２０年度実績】

215
(8.3%)

50
(7.8%)

65
(12.4%)

46
(6.0%)

54
(8.2%)

民間機
関
（％）

214
(8.3%)

17
(2.6%)

37
(7.1%)

82
(10.7%)

78
(11.9%)

公的機
関
（％）

520
(20.1%)

60
(9.3%)

212
(40.5%)

176
(23.0%)

72
(11.0%)

外国機
関
（％）

1,439
(9.1%)

71
(3.0%)

660
(17.6%)

521
(7.8%)

187
6.1%)

外国機
関
（％）

291
(1.8%)

75
(3.2%)

36
(1.0%)

85
(1.3%)

95
(3.1%)

民間機
関
（％）

1,014
(6.4%)

37
(1.6%)

170
(4.5%)

622
(9.3%)

185
(6.1%)

公的機
関
（％）

その
他
（％）

私立大
学
（％）

公立大
学
（％）

国立大
学
（％）

15,818

2,342

3,744

6,685

3,047

研究者
数

9,835
(62.2%)

1,435
(61.3%)

2,258
(60.3%)

4,549
(68.0%)

1,593
(52.3%)

617
(3.9%)

81
(3.5%)

207
(5.5%)

224
(3.4%)

105
(3.4%)

2,198
(13.9%)

407
(17.4%)

398
(10.6%)

681
(10.2%)

712
(23.4%)

424
(2.7%)

236
(10.1%)

15
(0.4%)

3
(0.0%)

170
(5.6%)

その
他
（％）

私立大
学
（％）

公立大
学
（％）

国立大
学
（％）

機関
数

機構名

246
(9.5%)

643
(24.9%)

129
(5.0%)

618
(23.9%)

2,585
計

84
(13.1%)

163
(25.4%)

33
(5.1%)

235
(36.6%)

642
情報・システム研究機構

45
(8.6%)

81
(15.5%)

19
(3.6%)

64
(12.2%)

523高エネルギー加速器研究機
構

0
(0.0%)

176
(23.0%)

39
(5.1%)

246
(32.2%)

765
自然科学研究機構

117
(17.9%)

223
(34.0%)

38
(5.8%)

73
(11.1%)

655
人間文化研究機構

※ 研究者のカウント方法は、各機関が実施する共同利用・共同研究の特性に応じ、各機関
※ において設定されたものであり、単純な比較を行うことは適当ではない。

例） 「高エネルギー加速器研究機構」：
例） 「機構の共同利用者支援システム及び旅費システム等のデータ（出張情報、宿泊情報、
例） 「旅費支給情報等）を基に算出

例） 「情報・システム研究機構情報学研究所」：
例） 「採択された共同研究申請書に記載された外部研究者であって、当該機構の共同研究
例） 「規則により共同研究者として認められたもの。
例） 「（ネットワーク及びコンテンツの学術情報基盤としてのサービス利用者は含まない。） 等

【研究者数の経年変化】

※ 「研究者数」は実数を計上
※ 「その他」には、独立行政法人や特殊法人の研究者、所属のない研究者等が含まれる

15,818 15,214 14,137 15,407 14,471 計

2,342 2,303 1,745 1,834 1,638 情報・システム研究機構

3,744 3,577 3,921 4,718 4,828 高エネルギー加速器研究機構

6,685 6,588 5,895 6,361 5,786 自然科学研究機構

3,047 2,746 2,576 2,494 2,219 人間文化研究機構

平成20年
度

平成19年
度

平成18年
度

平成17年
度

平成16年
度

機構名

大学共同利用機関における研究者の受け入れ状況

○ 各大学共同利用機関の特性に応じ、国内外の機関から幅広い研究者の受入れを実施し共同利用・共同研究を推進している。

出典：文部科学省調べ １２１



・北極変動解明のための気象擾乱観測（極地研）
・大規模量子計算への融合的な研究（情報研）
・経時的に変化するリスクに対する医薬品のリスク解析研究（統数研）

機構内公募による融合研究及び独創的・意欲的な教育研究活
動等に配分。情報・システム研究機構

・J-PARCの整備にあたり、追加措置が必要となった事項
・先端加速器の基礎開発研究
・老朽化設備の更新

中期目標・中期計画に沿ってより高度な研究の実現及び研究
環境の充実を図るための経費として配分。高エネルギー加速器研究機構

・新しいイオン温度測定法と定常プラズマ保持の手法の確立（核融合研）
・岡崎３機関連携共同研究促進のための基盤整備促進事業
・４５ｍ電波望遠鏡の改修（天文台）

中期計画「Ⅸ 剰余金の使途」に記載された以下の事業計画に
について、機構内公募の上で、配分。
１ 重点研究の推進、２ 共同利用の円滑な実施体制の整備、
３ 若手研究者の育成に必要な設備の整備、４ 広報普及活動
の充実、５ 職場環境の整備

自然科学研究機構

・源氏物語展特別展（国文研）
・異界に関する資料の収集と展示技法の開発（歴博）
・地域環境情報ネットワーク構築のための整備事業（地球研）

中期計画に掲げる運営体制の改善に関する目標を達成するた
め、戦略的・重点的に取り組むべき事業について、役員会で審
議の上、配分。

人間文化研究機構

実際に配分した事例平成２０年度機構長裁量経費配分方針機構名

大学共同利用機関における機構長裁量経費の状況

○ 機構長裁量経費が各機構予算全体額に占める割合は、年度や法人によってもばらつきがあり、０．０３％～２．０％程度。

○ 今後、機構としての一体的な運営を行う体制を一層強化するため、機構長裁量経費の拡大に努めることが必要。
※ただし、機構長裁量経費以外にも、機構の一体的運営に関する様々な取組があることに注意する必要。

※平成21年度の国立大学（９大学を抽出）の学長裁量経費は法人によって大きなばらつきあり。（０．５％～７．３％）。

１２２出典：文部科学省調べ

（予算額：年度計画予算額のうち、運営費交付金、自己収入、目的積立金取崩の合算額）

（単位：百万円）

機構長
裁量経費

年度計画
予算額

全体に
占める割合

機構長
裁量経費

年度計画
予算額

全体に
占める割合

機構長
裁量経費

年度計画
予算額

全体に
占める割合

人間文化研究機構 115 12,596 0.9% 171 16,971 1.0% 119 12,324 1.0%

自然科学研究機構 10 30,852 0.03% 481 30,650 1.6% 10 30,681 0.03%

高エネルギー加速器研究機構 557 30,213 1.8% 603 30,742 2.0% 598 30,626 2.0%

情報・システム研究機構 26 20,358 0.1% 31 20,630 0.2% 57 20,994 0.3%

計 708 94,019 0.8% 1,286 98,993 1.3% 784 94,625 0.8%

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度
機構名



491 10.11,222４機構計 286

0.3

1.3

37

0.0 1 5.0 300

4.2 1 4.0

素粒子原子核研究所

４機構計

統計数理研究所

国立遺伝学研究所

国立民族学博物館

国際日本文化研究センター

生理学研究所

　● 種々の学術協定等に基づき、我が国を代表して国際協力を推進する役割。
　● 米欧２極に対し、第３極としてのアジアの学術を牽引する役割。

-
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336

78 -

111

高エネルギー加速器研究機構

情報・システム研究機構

6
総合地球環境学研究所 45
国立民族学博物館

1国際日本文化研究センター

大学共同利用機関
協定数
（件）

人間文化研究機構 3

71

65 9

国立極地研究所 50

国立情報学研究所
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31
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20
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935260.0
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6.3

17 9.52 185

930.0 1 3.8 1,484

61

情報・システム研究機構 233

核融合科学研究所 131

加速器研究施設・共通基盤研究施設 160

58

74

基礎生物学研究所

44

国文学研究資料館 33

国立歴史民俗博物館

193

59○協定締結先の例

0.9

0

総合地球環境学研究所

国立天文台 162

31

4

1
2

26

460 6

05

88 92

0

15 42

分子科学研究所 67

0 0

58 157

57 267

16

自然科学研究機構

自然科学研究機構

計

20

0 20

84 213

国文学研究資料館 10

0

18国立歴史民俗博物館 7

2

18

12

5

6

53

44

60

4

72

22

核融合科学研究所

国立天文台

基礎生物学研究所

76

0

国立極地研究所

生理学研究所

分子科学研究所

計

計

0

14
国立情報学研究所 57

83

国立遺伝学研究所 0

統計数理研究所

0

1
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0
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8
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％

9

0
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180

3.2 0

0 0.0 3,047 342

549 5
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31 0.0
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0.0

0.0 1,10216
3.4 0 0.0 616

253 3

1.5 8 47.1 1,950

0.0 3 8.834

0.0 8 13.1 90061
6.0 11 26.2 2,098

724

3.6 3 23.1 - -

4.8 13 24.5 3,744

-

5.6 6 19.4 - -

4.6 4 44.4 -

3.4 24 15.1 2,342

8.1 20 28.2 672

2

3.0 68 13.8 15,818 1,592

0.0 2 4.7 627

0 0

13 18

5 12

155 79

1,283 1,168

0 0

173 109

受入
（人）

派遣
（人）

大学共同利用機関
研究教職員○主な協定内容

3.67人間文化研究機構6

0

771 348

6 41

255 498

学生 共同研究者
全体（人） 外国人（人） ％ 全体（人） 外国人（人） ％ 全体（人） 外国人（人）

 ● 博物館学集中コース【国立民族学博物館】
　JICAからの委託事業として、発展途上国のキュレーターを対象とした集中コースを開催。
 ● GUAS-Subaru Asian Winter School【国立天文台】

　東アジアの学生を対象として、すばる望遠鏡の観測データ解析実習を実施。
 ● バイオサイエンストレーニングコース【基礎生物学研究所】
　アジア諸国の研究ネットワーク形成のため、若手研究者を対象とした実習コースを実施。

当該研究分野を代表する国際的な窓口としての大学共同利用機関

学術国際協定の締結状況（平成２０年度） 外国人の受け入れ状況（平成２０年度）

アジアとの連携の状況の具体例
 ● アジア・サイエンスキャンプ【高エネルギー加速器研究機構等】

　アジア各国の高校３年生から大学生を対象として、世界トップクラスの科学者との議論と対話
　を通じた啓発活動・国際友好・協力を促進。
 ● Asian School of Particles, Strings and Cosmology【高エネルギー加速器研究機構】
　アジア地域の若手研究者を対象として、素粒子物理学と宇宙物理学の境界領域における最
　先端の研究成果を紹介し、若手研究者を育成。

 ● アジア極地研究フォーラム【国立極地研究所】
　極地研究所が中心となり、各国代表者会合を組織し、中国・韓国・インド・マレーシアと連携を
　強化。

　　・ピアレビューにおける協力

　　・研究者の相互派遣

　　・留学生の受け入れ

　　・博士号取得後の研修

　　・学術情報や出版物の交換

　　・共同研究

　　・国際シンポジウム等の共同実施

　　・芸術・人文リサーチカウンシル（英）

　　・大英図書館（英）

　　・スミソニアン研究機構（米）

　　・国立科学財団（NSF）（米）

　　・フェルミ国立加速器研究所（米）

　　・欧州分子生物学研究所（欧）

　　・欧州南天文台（欧）

　　・CERN（欧州合同原子核研究機関）（欧）

　　・マックスプランク（独）

　　・コレージュ・ド・フランス（仏）

　　・国立科学研究センター（仏）

　　・中国社会科学院・中国科学院（中）

　　・KAIST高等科学技術院（韓）

　　・ＫＩＳＴＩ科学技術情報研究院（韓）

　　・中央研究院（台）

　　・ロシア科学アカデミー（露）

　　・インド政府科学技術局（印）

大学共同利用機関における国際的な活動状況

○ 大学共同利用機関において、人材交流等国際的な活動が活発に実施されている。

１２３出典：文部科学省調べ



総合研究大学院大学 在籍学生数（各年度５月１日現在の学生数）

○人間文化研究機構 （卒業生の約７割が研究者へ） 京都大学、東北師範大学、大東文化大学、人間文化研究機構 等

○自然科学研究機構 （卒業生の約７割が研究者、１割が民間企業等へ） 東京大学、インドプラズマ研究所、大日本住友製薬、自然科学研究機構 等

○高エネルギー加速器研究機構 （卒業生の約６割が研究者、１割が民間企業等へ）
名古屋大学、トロント大学、日本原子力研究開発機構、高エネルギー加速器研究機構 等

○情報・システム研究機構 （卒業生の約６割が研究者、１割が民間企業等へ） 大阪大学、カンザス大学、理化学研究所、情報・システム研究機構 等

※ 総研大は５年一貫制博士課程と博士後期課程を併設しており、修士課程（博士前期課程）は設置していない。
そのため、ここでは５年一貫制博士課程のうち、１・２年生を修士、３～５年生を博士として計上した。

※ 人間文化研究機構では、博士後期課程学生のみを受け入れている。

計

素粒子原子核(素核研)

物質構造科学(物構研)

加速器科学(加速器施設)

専攻名

高エネルギー加速器研究機構

15

12

2

1

H19

修士

23

17

4

2

H20

53

29

10

14

H19

博士

53

31

9

13

H20

180

61

34

17

25

17

26

H20

191

59

42

14

29

22

25

H19

博士

39

11

9

4

3

4

8

H20

40

10

11

2

3

6

8

H19

修士

計

生理科学(生理研)

基礎生物学(基生研)

機能分子科学(分子研)

構造分子科学(分子研)

核融合科学(核融合研)

天文科学(天文台)

専攻名

自然科学研究機構

1591512928計9910300計

131500日本文学研究(国文研)

43481014遺伝学(遺伝研)313100日本歴史研究(歴博)

252533統計科学(統数研)191700国際日本研究(日文研)

716192情報学(情報研)202500比較文化学(民博)

201779極域科学(極地研)161500地域文化学(民博)

H20H19H20H19H20H19H20H19

博士修士

専攻名

博士修士

専攻名

情報・システム研究機構人間文化研究機構

総研大学生の主な進路（平成２０年度）

大学共同利用機関における大学院教育への貢献の状況

○ 総合研究大学院大学の学生（修士・博士）５８２名を受け入れ、大学院教育に貢献。

１２４※文部科学省調べ

卒業生の約６～７割が研究者、１割が民間企業等へ



○ 人文・社会科学、自然科学を問わず、研究活動時間が減少する一方、教育活動時間、社会サービス活動時間が増加。また、
教育・研究活動の合計時間は減少。

20大学教員の総職務時間と活動内容の変化

１２５
出典：大学等におけるフルタイム換算データに関する調査

【平成１３年度（平成１４年度調査）】 【平成１９年度（平成２０年度調査）】

教育・研究時間は▲
９０時間減少

社会サービス活動は
１１６時間増加

◇ 分野別の教員の総職務時間の内訳（年間）



各活動時間数（積み上げ：教授、准教授、講師） 各活動時間の占める割合（教授、准教授、講師）

※本調査での、「職務」とは、研究者として行なう活動全てを指す。自発的研究活動（休日の論文執筆等）も含まれるため、大学との雇用契約上の職務時間とは異なる。
※職務時間を、活動の種類により、「研究に関する活動」、「教育に関する活動」、「組織運営に関する活動」、「研究関連の社会サービス活動」、「教育関連の社会サービス活動」、「診療活動」、「その他の活動」に分類されている。
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平均時間計

○応用物理(N=4)

○化学(N=9)

○基礎生物(N=12)

○機械工学(N=10)

○数学・理論物理(N=12)
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2945
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2878

3008

3614
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2382

2542

3298

3392

2736

2823

大学における教員の各活動時間数の変化（分野別）

○ 研究分野を問わず「研究に関する活動」時間が減少。

○ 大学の法人化前の平成15年度と比較すると、分野によってばらつきはあるものの、概ね5%前後職務時間が増加している。
（時間数で64時間／年（5.4時間／月）～160時間／年（13.3時間／月））。
○ 一方で、「組織運営に関する活動」時間は増加。

出典：科学技術政策研究所 NISTEP REPORT No.122 日本の大学に関するシステム分析

１２６

（時間）
（％）



※本調査での、「職務」とは、研究者として行なう活動全てを指す。自発的研究活動（休日の論文執筆等）も含まれるため、大学との雇用契約上の職務時間とは異なる。
※職務時間を、活動の種類により、「研究に関する活動」、「教育に関する活動」、「組織運営に関する活動」、「研究関連の社会サービス活動」、「教育関連の社会サービス活動」、「診療活動」、「その他の活動」に分類されている。

各活動時間数（積み上げ） 各活動時間の占める割合
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○全分野(N=47) 平均時間計

2945

3049

3339

3370

2890

2962

2898

3035

2740

3128

2383

2419

大学における教員の各活動時間数の変化（大学種別）

○ 法人化後、国立大学のみならず、私立大学の「組織運営に関する活動」時間が増加。特に旧帝大、国立総合大学の同比率
は、全体の1/4にまで増加。

○ 「研究に関する活動」時間は全大学において減少。特に、国立単科大学は、研究時間比率が全体の1/4にまで減少。

出典：科学技術政策研究所 NISTEP REPORT No.122 日本の大学に関するシステム分析

１２７

（時間）

（％）



○ 我が国においては、研究者一人当たりの研究支援者数が、主要国と比べて低水準。

20主要国等の研究者一人当たりの研究支援者数

１２８
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注）１. 研究者1人当たり研究支援者数は研究者数及び研究支援者数より文部科学省で試算。
２. 各国とも人文・社会科学を含めている。
３．研究支援者とは、研究者を補助する者、研究に付随する技術的サービスを行う者及び研究事務に従事する者で、日本では研究補助者、技能者及び

研究事務その他の関係者である。
４．ドイツ及び英国は自国による推計値である。EUはOECDの推計値である。

資料：日本：総務省統計局「科学技術研究調査報告」
インド：UNESCO Institute for Statistics S&T database
その他はOECD「Main Science and Technology Indicators Vol 2009/1」

出典：文部科学省作成



○ 大学等の一人当たり研究支援者数は、我が国の他の組織に比べて最も低い。

20我が国における研究者一人当たりの研究支援者数（組織別）

１２９
出典：文部科学省作成
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企業等 Busin es s en te rprise s

非営利団体 Non-p ro fit  in stitu tio ns

公的機関 Public  o rga niza tions

大学等 Un ive rsitie s and colle ges

0 .93

0.65

0.27
0.27
0.19

（万人）
10,00 0 pe rsons

平成14年より 平成13年まで

企　業　等 会　社　等

大　学　等 大　学　等

非営利団体 民営研究機関

公 的 機 関 民営を除く研究機関

注） １. 研究者数、研究支援者数は、各年次とも人文・社会科学を含む3月31日現在の値である （ただし、平成13年までは４月１日）。
注） ２. 平成14年から調査区分が変更されたため、平成13年まではそれぞれ次の組織の数値である。

資料： 総務省統計局「科学技術研究調査報告」



出典：総務省科学技術研究調査報告をもとに科学技術政策研究所が作成

我が国における研究者一人当たりの研究支援者数（自然科学分野）

○ 自然科学分野では、教員一人当たりの研究支援者のうち、研究補助者及び技能者について低水準。

１３０



出典：平成21年度月現在で大学院を置く国公私立大学（５９７大学）に対してアンケート調査。文部科学省調べ

教育研究に専念できる体制構築に向けた取り組み状況

１３１

全体　 国立大学 公立大学 私立大学

実施している 43.7% 72.9% 32.8% 39.3%

（うち一部の研究科等
においてのみ実施） 20.9% 50.8% 10.3% 16.4%

実施していない 55.6% 27.1% 67.2% 59.7%

教員の業務を支援し、協働で業
務の推進に取り組む事のでき
る、専門的知識を有する大学職
員を雇用し、教員が教育研究に
専念できる体制を構築してい
る。

【教員組織の整備等】

【各国公私立大学における具体的な取り組み状況】

○ 大学院を置く国公私立大学において、教育研究に専念できる体制の構築に向けた取り組みを半数以上（約５６％）が実施
していない状況。



0.23

指数変化8765 109

充
分

3210

不
充
分

4

2006年度 1.7(240)

2007年度 1.7(198)

2008年度 1.9(206)

◆ 大学における研究支援者の状況

※ 指数計算には、2006～2008年度調査において実感有りとした回答者の回答を採用（括弧内は有効回答者数）。

◆ 大学における研究スペースの状況

◆ 大学における研究資金の状況

大学における研究資金・研究スペース・研究支援者の状況

○ 大学における研究支援者の状況は、研究資金・研究スペースの状況と比較しても著しく不十分との意見が多い。

－0.11

指数変化8765 109
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2006年度 2.9(256)

2007年度 2.8(220)

2008年度 2.8(216)
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2006年度 2.8(246)

2007年度 2.9(218)

2008年度 3.1(212)

１３２出典：科学技術政策研究所調べ



・アメリカのような多元的な競争的資金システムの下では外
部研究資金の獲得が大学発展の鍵であるため、資金提供者
に対する責任と研究者に対してフレキシビリティをもって対応
する研究支援職としてのリサーチアドミニストレーターが幅広
く認知されている。

・米国のリサーチアドミニストレーターの研究支援業務は、主
として研究資金採択前のPre-Award（どうやったら研究資金
を獲得できるかいろいろと知恵を絞る部門）と採択後のPost-
Award（獲得した研究資金をいかに効率的にマネジメントして
いくのかを考える部門）があり、これら業務はさらに細分化さ
れ、書類作成や資金管理などスペシャリストとして、ＯＪＴを通
じて育成。

・米国においてはリサーチアドミニストレーターによる提案
書作成、契約交渉と締結、受入決裁、経理や報告書作成
までの研究支援業務によって研究者は研究に専念できる
環境が整っている。

経理・決算処理

申請書作成

研究広報

研究活動

米国においては、リサーチアドミニストレーターの職能団体としてNCURA
（National Council of University Research   Administrators)が、会員に対する研
修の実施や大学の体制構築のコンサルティング等を実施しており、NCURAの会
員は25年間で４倍となるなど、リサーチアドミニストレーター制度が定着してきて
いる。

〈リサーチ・アドミニストレーターの業務〉

公的競争資金
民間との
共同研究

情報収集
企画
申請書作成
応募
採択
実施
終了
報告

○ ○→◎

○ ◎

Pre-Award
（採択まで
の企画）

Post-Award
（採択後の
実施）

NCURAの会員数の推移

〈米国におけるリサーチアドミニストレーター制度の定着〉

米国におけるリサーチアドミニストレーターの業務

１３３

○ 米国においては、リサーチアドミニストレーターによる研究支援業務が、研究者が研究に専念できる環境づくりに貢献。

出典: 文部科学省作成
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1,000

2,000

3,000
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億円
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補正予算額等

当初予算額（財政融資資金）

当初予算額（施設整備費補助金等）

１，９３２億円

１，３０１億円

４，８３３億円

２，２８９億円

２，５０２億円

４，９７０億円

２，６２７億円

１，４０４億円

１，４３３億円

１，５６７億円

２，１０４億円

１，７９５億円

第1次国立大学等施設緊急整備

５か年計画期間

第1期科学技術基本計画 第２期科学技術基本計画 第３期科学技術基本計画

第２次国立大学等施設緊急整備

５か年計画期間

１，８１８億円

１，３９９億円

出典：文部科学省調べ

国立大学法人等施設整備費予算額の推移

○ 国立大学法人等施設整備費予算額は、近年減少傾向。

１３４



（１）国立大学及び大学共同利用機関
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国公私立大学等の研究設備予算について
　　　  資料１－３
科学技術・学術審議会 学術分科会

研究環境基盤部会（第41回）Ｈ21.9.30

63

１３５

国立大学及び大学共同利用機関の教育研究設備予算額の推移

○ 国立大学等の教育研究設備予算額（当初予算）は、近年横ばい傾向。

Ｈ４－１５ 国立学校特別会計における研究設備費にかかる予算の推移を示す
Ｈ１６ー２０ 国立大学法人運営費交付金（特別教育研究経費）及び施設設備費補助金のうち、学術研究設備に係る予算の推移を示す

出典: 文部科学省作成



64高等教育機関に対する公財政支出に占める資本的支出の割合

１３６

○ 国立大学法人等における資本的支出比率はＯＥＣＤ各国平均の1/2程度と低調。

9.5% 90.4%

4.9% 95.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

OECD各国平均＊２

国立大学法人等＊１

資本的支出

消費的支出

・日本の高等教育への公財政支出は、対GDP比ではOECD加盟国中最下位となっている
上、国立大学法人等における資本的支出比率は、各国平均のさらに１／２程度と、特に、欧州各国よりも低い状況。
【各国の資本的支出比率】ギリシャ 34.2％、スペイン16.8％、チェコ15.2％、韓国14.3％、アメリカ12.7％、
ハンガリー12.4％、ポーランド12.2％、フランス11.6％、イタリア 10.6％

＊１ 平成20年度国立大学法人等予算額
＊２ Education at a Glance OECD INDICATORS 2008 2004年（平成16年）調査

出典: 文部科学省作成
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※ なお、最近5年間の補正予算の状況は、平成20年度2.5億円となっている。

※文部科学省作成資料

64私立大学等研究設備等整備費補助の当初予算の推移

１３７

○ 私立大学等研究設備等整備費補助金の当初予算額は、近年減少傾向。



23.5

84.5

10.0

24.5

85.5

20.7

26.5

87.5

27.5

92.5

15.0

70.5

28.5

100.5

8.5

35.5

102.9

37.3

116.1

133.4

49.3

39.3

111.9

49.5

25.0

40.6

114.0

29.8

47.3

115.3

13.9

4.6

49.6

99.5

13.0

50.2

91.8

57.9

76.4

60.7

50.6

64.8

37.4

62.3

35.0

52.7

33.4

52.0

46.4

31.9

20.4

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

（億円）
（３）私立大学

装置（補正）

設備（補正）

装置（当初）

設備（当初）

装置（補正） 10.0 20.7 0.0 70.5 8.5 0.0 49.3 25.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4

設備（補正） 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 133. 49.5 29.8 13.9 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9

装置（当初） 84.5 85.5 87.5 92.5 100. 102. 116. 111. 114. 115. 99.5 91.8 76.4 50.6 37.4 35.0 33.4 46.4

設備（当初） 23.5 24.5 26.5 27.5 28.5 35.5 37.3 39.3 40.6 47.3 49.6 50.2 57.9 60.7 64.8 62.3 52.7 52.0

平成
4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

※補助メニューの統合による増額を含む。

※

※

私学助成のうち教育研究装置・設備に係る国庫補助予算の推移を示す。

63

１３８

○ 私立大学に対する設備・装置の予算額は、近年減少傾向。

私立大学の研究設備予算の推移

（億円）

出典: 文部科学省作成



基本方針

・老朽施設の再生を最重要課題とした上で、併せて、新たな教育研究

ニーズによる施設の狭隘化の解消を図り、人材養成機能を重視した基盤的

施設及び卓越した研究拠点（教育研究基盤施設）の再生を図る。

・大学附属病院については、先端医療の先駆的役割などを果たすことができ

るよう、引き続き計画的な整備を図る。

・文部科学省による支援を基本としつつ、以下の取組みを一層推進する。

施設マネジメント： 全学的視点に立った施設運営・維持管理、スペースの
弾力的・流動的な活用等

新たな整備手法 ： 寄附・自己収入による整備、産業界・地方公共団体と

の連携協力等

実施方針

Ⅰ．教育研究基盤施設の再生 ①老朽再生 約６８０万㎡ → 約４００万㎡
②狭隘解消 約２８０万㎡ → 約 ８０万㎡

Ⅱ．大学附属病院の再生 約 ８０万㎡ → 約 ６０万㎡

◎整備需要：約１，０００万㎡

⇒緊急に整備すべき対象に重点 整備目標：約５４０万㎡

⇒今後５か年の所要経費 約１兆２，０００億円

整備目標

○ 国立大学法人等の施設は、第３期科学技術基本計画を受けて策定した「第２次国立大学等施設緊急整備５か年計画」
（平成１８～２２年）により整備を推進。

○ 施設の整備率は、平成２１年度補正予算執行後の整備見込みで第２次５か年計画で定められた整備目標の74％であり、
引き続き、着実に計画的な整備が必要な状況。

59

※文部科学省作成資料

第３期科学技術基本計画（抄）
（平成１８年３月２８日 閣議決定）

○（大学の施設・設備の整備促進は）公共施設の
中でも高い優先順位により実施される必要が
ある。

○国は、老朽施設の再生を最重要課題として位

置付け、長期的な視点に立ち計画的な整備に

向けて特段の予算措置を講じる。

第２次国立大学等施設緊急整備５か年計画（平成18～22年度）
（平成１８年４月１８日策定）

第２次国立大学等施設緊急整備５か年計画の進捗状況

国立大学法人等施設の整備状況

１３９

397 143

47 13

50 30

299 101

0 100 200 300 400 500 600

老朽再生整備

狭隘解消整備

大学附属病院の再生

合 計

整備実績

整備目標

（万㎡）

（74%）

４００

８０

６０

５４０

（75%）

（63%）

（78%）

（文科省調べ：平成21年度補正予算反映後）
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面積

（万㎡） （平成２１年５月１日現在）　・国立大学法人等の施設は約2,599万㎡
　・経年25年以上の老朽施設は約1,509万㎡（約58%）
　　うち、未改修の老朽施設は約733万㎡（保有面積の約３割弱）

国立大学法人等施設の老朽化の状況

１４０

国立大学法人等施設の経年別保有面積

未改修施設

改修済施設 経年25年未満の施設

○ 経年２５年以上の老朽施設は約５８％。平成２１年５月１日現在では、未改修の老朽施設は約３割弱であり、速やかな対応が
必要。

出典: 文部科学省作成
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私立大学施設の経年別保有面積（平成２１年５月現在）

○ 平成２１年５月１日現在では、経年２５年以上の老朽施設は約４２％であり、計画的かつ着実に整備を推進する必要がある。

・私立大学の施設の保有規模は、約４,２２８㎡

・経年２５年以上の老朽施設は、約１,７５６㎡（保有面積の約４２％）

・私立大学の施設の保有規模は、約４,２２８㎡

・経年２５年以上の老朽施設は、約１,７５６㎡（保有面積の約４２％）

経年２５年以上の施設

私立大学施設の老朽化の状況

１４１



1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(H2) (H3) (H4) (H5) (H6) (H7) (H8) (H9) (H10) (H11) (H12) (H13) (H14) (H15) (H16) (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23) (H24)

（装置名等） 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　 　

　 　 　 　 　

　 　 　

　 　 　 　 　

　 　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　 　

　 　

　 　 　 　 　

　 　 　

　 　 　

※ 表中の金額は施設・設備の建設費

※　四捨五入の関係で計が合わないところもある。

※ 建設（施設・設備） 運転・実験 建設中

アルマ計画

これまでの学術研究の大型プロジェクトの推移

区　分

スーパーカミオカンデ

Ｂファクトリー
（電子・陽電子衝突型加速器）

大型光学赤外線望遠鏡「すばる」

大型ヘリカル装置（ＬＨＤ）

大強度陽子加速器（Ｊ－ＰＡＲＣ）

約１０４億円

約５０７億円

約３９５億円

約３７８億円

約２５６億円

約６６６億円

約２５億円 ※事故後の復旧分

（計画額）

※このほかに、（独）日本原子力研究開発機構分がある。

これまでの学術研究の大型プロジェクトの推移

１４２

○ これまでも様々な学術研究の大型プロジェクトが実施されている。

出典: 文部科学省作成



各国における取組の概要
G8各国では、米国、英国、ドイツ、EUが大規模研究施設に係る（特化した）政策を有しており、関連の報告書が公開
されている。

この他、OECDのGSF（グローバルサイエンスフォーラム）において、大規模研究施設に関する情報交換が行われてい
る。

各国における取組の概要
G8各国では、米国、英国、ドイツ、EUが大規模研究施設に係る（特化した）政策を有しており、関連の報告書が公開
されている。

この他、OECDのGSF（グローバルサイエンスフォーラム）において、大規模研究施設に関する情報交換が行われてい
る。

ロードマップ策定や優先順位付け等の実施方法
原則として委員会等を設置して、研究者の意見を取り入れている。

（例 米国DOE：100名以上から構成される委員会を設置。英国：リサーチカウンシルの中に10人～20人程度の分科
会を設置。）

ロードマップ策定や優先順位付け等の実施方法
原則として委員会等を設置して、研究者の意見を取り入れている。

（例 米国DOE：100名以上から構成される委員会を設置。英国：リサーチカウンシルの中に10人～20人程度の分科
会を設置。）

各国において検討対象としている大規模研究施設
予算規模に閾値を設けて検討対象を選定しておらず、各国において対象としている研究施設の予算規模は様々で
ある。（例えば、英国、ドイツ、EUにおいては、建設費と10年間の運転経費の和が1億ユーロを下回る研究施設も対
象として含まれている）。

各国において検討対象としている大規模研究施設
予算規模に閾値を設けて検討対象を選定しておらず、各国において対象としている研究施設の予算規模は様々で
ある。（例えば、英国、ドイツ、EUにおいては、建設費と10年間の運転経費の和が1億ユーロを下回る研究施設も対
象として含まれている）。

ロードマップ策定の取組事例
大規模研究施設のロードマップに関しては、米国、英国、ドイツ、EUの各国等において、作成が行われ、かつ公開さ
れている。

ロードマップ策定の取組事例
大規模研究施設のロードマップに関しては、米国、英国、ドイツ、EUの各国等において、作成が行われ、かつ公開さ
れている。

優先順位付けの取組事例
米国DOEにおいては、所管の国立研究所が保有する大規模研究施設（放射光施設、中性子ビーム施設、核融合研
究施設、スーパーコンピュータ施設など）の優先順位付けを明確に実施

（優先順位１位から23位まで順位付け（複数の施設が同列に位置づけられている。）

米国NSFにおいては、明確に順位付けを行うのではなく、政府として出資するべき大規模研究施設（天体観測施設、
地球観測施設など）をカテゴリー分類するに留まっている（ドイツにおいても同様）。

※ 米国では、例えばDOEとNSF等、省庁横断により整備が進められている大規模研究施設は、関係省庁間で整備計画の検討を実施。

優先順位付けの取組事例
米国DOEにおいては、所管の国立研究所が保有する大規模研究施設（放射光施設、中性子ビーム施設、核融合研
究施設、スーパーコンピュータ施設など）の優先順位付けを明確に実施

（優先順位１位から23位まで順位付け（複数の施設が同列に位置づけられている。）

米国NSFにおいては、明確に順位付けを行うのではなく、政府として出資するべき大規模研究施設（天体観測施設、
地球観測施設など）をカテゴリー分類するに留まっている（ドイツにおいても同様）。

※ 米国では、例えばDOEとNSF等、省庁横断により整備が進められている大規模研究施設は、関係省庁間で整備計画の検討を実施。

各国における大規模研究施設に関するロードマップ、優先順位付け等の政策

１４３出典: 内閣府調べ



九州大学
長崎大学
熊本大学
大分大学
九州工業大学
鹿児島大学
琉球大学

福岡DC

愛媛大学
徳島大学
香川大学

松山DC

広島大学
鳥取大学
岡山大学
山口大学

広島DC

京都大学
京都大学化学研究所
同志社大学 京都DC

大阪大学
神戸大学
関西大学
高輝度光科学研究センター

大阪DC

新潟大学
北陸先端科学技術大学院大学
福井大学
金沢大学
富山大学 金沢DC

名古屋大学
静岡大学
国立遺伝学研究所
核融合科学研究所
神岡宇宙素粒子研究施設
自然科学研究機構（岡崎）

名古屋DC

北海道大学
北見工業大学

札幌DC

弘前大学
東北大学

仙台DC

筑波大学
日本原子力研究開発機構
高エネルギー加速器研究機構

筑波DC

東京大学
東京工業大学
早稲田大学
慶應義塾大学
秋葉原クロスフィールド
東京大学物性研究所
東京大学医科学研究所
国立情報学研究所千葉分館
国立情報学研究所一ツ橋
国立天文台
理化学研究所
横浜国立大学
宇宙研究開発機構宇宙科学研究本部
宇宙研究開発機構総合技術研究本部

東京DC1

信州大学
山梨大学
群馬大学
埼玉大学
千葉大学

東京農工大学
電気通信大学

海洋研究開発機構
統計数理研究所

東京DC2

【凡例】

：ノード（１２拠点）

（通信事業者のデータセンター）

：10Gbps～40Gbps

：接続拠点（６２機関）

【 回線速度 】

【基本コンセプト】

■既存のSINET／スーパーSINETを統合
■日本全国の学術情報基盤（情報ライフライン）として機能できるネットワーク

■障害や災害に強いネットワーク （複数ループ構成、通信事業者のデータセンター活用等）

■先端研究分野等の大容量トラフィックに耐得るネットワーク （主要幹線の増速等）

■先進的な通信技術による効果的な運用及び多様なサービスが提供可能なネットワーク

■国際的な研究情報ネットワークの一翼を担うことのできる世界レベルのネットワーク

日本‐米国

（ニューヨーク・ロサンゼルス）

10Gbps×2
日本‐シンガポール 622Mbps
日本‐香港 622Mbps

国際回線

ノード（通信事業者のデー
タセンター等）

1Gbps～40Gbps

100Mbps～20Gbps
７０７機関（平成２１年４月現在）

学術情報ネットワーク「SINET3」の概要

国内加入機関回線等

１４４



図書館資料費及び図書館運営費の推移

○ 図書館資料費及び図書館運営費は、近年横ばい傾向。
○ 大学総経費に占める図書館資料費及び図書館運営費は、近年減少傾向。

１４５※文部科学省作成

（出典：学術情報基盤実態調査）

・大学総経費に占める図書館資料費の割合（各年度実績）（棒グラフ） 単位：％
年度 9 15 16 17 18 19

国立大学 1.2 1.1 1.0 0.8 0.9 0.9
公立大学 2.0 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2
私立大学 1.7 1.6 1.7 1.4 1.3 1.3
合計 1.5 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2

・大学総経費に占める図書館運営費の割合（各年度実績）　（折れ線グラフ） 単位：％
年度 9 15 16 17 18 19

国立大学 1.3 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9
公立大学 2.4 2.0 1.9 1.7 1.7 1.5
私立大学 2.6 2.2 2.3 2.1 1.7 1.6
合計 2.1 1.8 1.8 1.6 1.4 1.4

大学総経費に占める図書館資料費及び図書館運営費の割合

0.0

0.5
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3.0

9 15 16 17 18 19

％

国立大学

公立大学

私立大学

国立大学

公立大学

私立大学

(出典：学術情報基盤実態調査)

・図書館資料費（各年度実績）（棒グラフ） 単位：百万円
年度 9 15 16 17 18 19

国立大学 23,972 23,726 21,937 21,158 21,167 21,728
公立大学 5,106 3,995 3,928 3,564 3,727 3,641
私立大学 46,204 49,416 56,720 48,979 49,791 49,404
合計 75,282 77,137 82,585 73,700 74,685 74,773

・図書館運営費（各年度実績）　（折れ線グラフ） 単位：百万円
年度 9 15 16 17 18 19

国立大学 25,592 22,848 22,381 21,405 20,659 20,641
公立大学 6,189 5,887 5,448 4,800 4,985 4,517
私立大学 73,183 67,146 77,576 71,903 62,819 62,304
合計 104,965 95,880 105,405 98,108 88,463 87,461

図書館資料費及び図書館運営費
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大学における電子ジャーナルの利用可能種類等の推移

○ 大学における電子ジャーナルの利用可能種類数、経費ともに増加傾向にある。

１４６※文部科学省作成

(出典：学術情報基盤実態調査)

・総利用可能種類数（年度末日現在）　（棒グラフ） 単位：種類
年度 14 15 16 17 18 19

国立大学 340,012 424,843 504,356 555,702 623,420 624,986
公立大学 27,405 35,613 38,986 65,561 79,591 101,098
私立大学 229,129 389,647 683,810 922,076 1,234,319 1,414,154
合計 596,546 850,103 1,227,152 1,543,339 1,937,330 2,140,238

・平均利用可能種類数（年度末日現在）　　（折れ線グラフ） 単位：種類
年度 14 15 16 17 18 19

国立大学 3,505 4,883 5,797 6,387 7,166 7,267
公立大学 361 463 534 863 1,047 1,348
私立大学 436 716 1,230 1,615 2,114 2,393
合計 853 1,201 1,714 2,103 2,593 2,846

※種類数はいずれも延べ数

電子ジャーナルの総利用可能種類数と平均利用可能種類数
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(出典：学術情報基盤実態調査)

・総経費（年度末日現在）　（棒グラフ） 単位：千円
年度 16 17 18 19

国立大学 3,073,447 4,623,423 6,040,396 7,431,300
公立大学 241,746 286,427 496,134 698,022
私立大学 2,882,693 4,165,488 5,633,131 7,396,747
合計 6,197,886 9,075,338 12,169,661 15,526,069

・平均経費（年度末日現在）　　（折れ線グラフ） 単位：千円
年度 16 17 18 19

国立大学 35,327 53,143 69,430 86,410
公立大学 3,312 3,769 6,528 9,307
私立大学 5,185 7,295 9,646 12,516
合計 8,656 12,364 16,291 20,646

※本調査は平成１６年度より実施

電子ジャーナルに係る総経費と平均経費
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大学における洋雑誌（紙媒体）の購入状況

○ 洋雑誌の総購入種類数と平均購入種類数は、近年減少傾向。
○ 洋雑誌の総購入経費と平均購入経費は、近年減少傾向。

※文部科学省作成 １４７

(出典：学術情報基盤実態調査)

・洋雑誌の総購入経費（年度末日現在）（棒グラフ） 単位：百万円
年度 14 15 16 17 18 19

国立大学 12,020 12,000 9,713 7,082 6,498 5,591
公立大学 1,677 1,707 1,554 1,317 1,245 1,097
私立大学 15,647 16,477 22,163 14,638 14,371 13,165
合計 29,344 30,183 33,431 23,037 22,113 19,852

・洋雑誌の平均購入経費（年度末日現在）　（折れ線グラフ） 単位：千円
年度 14 15 16 17 18 19

国立大学 123,921 137,927 111,648 81,404 74,685 65,007
公立大学 22,064 22,165 21,294 17,324 16,378 14,623
私立大学 29,747 30,288 39,861 25,635 24,607 22,276
合計 41,980 42,631 46,691 31,385 29,602 26,400

洋雑誌の総購入経費と平均購入経費
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(出典：学術情報基盤実態調査)

・総購入種類数（各年度実績）（棒グラフ） 単位：％

・洋雑誌の総購入種類数（年度末日現在）　（棒グラフ） 単位：種類
年度 14 15 16 17 18 19

国立大学 131,472 126,968 112,501 99,381 90,869 81,192
公立大学 20,376 19,461 18,489 17,688 17,050 15,646
私立大学 208,532 212,280 196,092 190,089 176,576 174,962
合計 360,380 358,709 327,082 307,158 284,495 271,800

・洋雑誌の平均購入種類数（年度末日現在）　（折れ線グラフ） 単位：種類
年度 14 15 16 17 18 19

国立大学 1,355 1,459 1,293 1,142 1,044 944
公立大学 268 253 253 233 224 209
私立大学 396 390 353 333 302 296
合計 516 507 457 418 381 361

※種類数はいずれも延べ数

洋雑誌の総購入種類数と平均購入種類数
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大学図書館の管理運営等に関する課題認識

※文部科学省作成 １４８

○ 経費面における課題として、63．8％の大学(480大学）が「外国雑誌・電子ジャーナル購入に係る経費の確保」を挙げている。

大学図書館の管理運営等に関する課題

経費面における課題 （出典：平成20年度学術情報基盤実態調査）

3.9%(29)

1.2%(9)

9.6%(72)

14.5%(109)

36.7%(276)

56.4%(424)

63.8%(480)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

特になし

その他

図書館経費の学内
共通経費化の推進

外部資金の獲得

図書館施設設備
に係る経費の確保

図書購入に係る
経費の確保

外国雑誌・電子ジャーナル
購入に係る経費の確保

※ （ ）内は大学数

※複数回答可



コンピュータ及びネットワークの管理運営等に関する課題認識

○ 設備面における課題として、58.8%の大学(442大学)が「セキュリティ対策の充実」を、また34.8%の大学(262大学)が「学内LAN
の老朽化・陳腐化」を挙げている。

※文部科学省作成 １４９

コンピュータ及びネットワークの管理運営等に関する課題

設備面における課題
（出典：平成20年度学術情報基盤実態調査）

5.1%(38)

3.9%(29)

18.0%(135)

20.3%(153)

26.3%(198)

31.6%(238)

34.8%(262)

58.8%(442)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

特になし

その他

学内LANにおける
ボトルネックの解消

全学的な無線LANの
構築

学内認証基盤の
構築

コンピュータの
老朽化・陳腐化

学内LANの老朽化
・陳腐化

セキュリティ対策の
充実

※ （ ）内は大学数

※複数回答可
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注：学術情報数は、学術機関リポジトリポータルサ
イト（ＪＡＩＲＯ）に登録された件数である。
出典：国立情報学研究所ホームページ
学術機関リボジトリ構築連携支援事業
（http://www.nii.ac.jp/irp/）
「機関リポジトリ一覧」
（http://www.nii.ac.jp/irp/list/）及び
「ＩＲＤＢコンテンツ分析システム」
（http://irdb.nii.ac.jp/analysis/index.phpより

○ オープンアクセス対応のため、学術機関リポジトリの整備が進んでいる。

0

数

Journal Article（学術雑誌論文）

Thesis or Dissertation（学位論文）

Departmental Bulletin Paper（紀要論文）

Conference Paper（会議発表論文）

Presentation（会議発表用資料）

Book（図書）

Technical Report（テクニカルレポート）

Research Paper（研究報告書）

Article（一般雑誌論文）

Preprint（プレプリント）

Learning Material（教材）

Data or Dataset（データ・データベース）

Software（ソフトウェア）

Others（その他）

導入機関数

リポジトリ構築機関数
国立大学　67
公立大学　  1
私立大学　22
その他　　　 3

（2009年2月28日現在）

学術機関リポジトリの整備状況

学術機関リポジトリ（Institutional Repository)は、大学及び研究機関で生産された電子的な知的生産物を保存し、原則的に無償で発信するためのインターネット上の保
存書庫として、以下の意義を有する。

・大学の研究教育成果の積極的な情報発信
・社会に対する大学の研究教育活動の説明責任の保証
・大学で生み出された知的生産物の長期保存
・商業出版社が独占する現行の学術出版システムに対する代替システム

国立情報学研究所では、平成17年度から機関リポジトリの構築と連携を促進するために、委託事業を実施し、機関リポジトリは着実に増加。
今後、独自でリポジトリの構築・運用が難しい機関に対して、各機関が共通利用できる共用リポジトリのシステムを構築することが必要。

リポジトリ導入大学数

国立大学 73
公立大学 4
私立大学 27
その他 １１

（2009年10月現在）
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学術情報数

0
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大学数

41,179

105,591

153,707

181,443

226,669

252,472

295,621

475,800

527,855

551,808 569,004

587,738

626,954

684,726
714,199 746,029

【学術機関リポジトリに蓄積された学術情報数及び導入大学数】
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